
岩倉市総務部秘書人事課 Instagram 利用規約 

 

岩倉市ソーシャルメディア運用ガイドラインに基づき、岩倉市総務部秘書人

事課 Instagram ページ（以下「本ページ」という。）の利用規約（以下「本規約」

という。）を、以下のとおり定める。 

 

１．適用範囲について 

本規約は、本ページを利用する全ての人（以下「利用者」という。）に適用さ

れる。本ページの利用にあたっては、本規約の内容を確認し、同意のうえ利用す

ること。 

２．遵守事項について 

本ページに対する以下のような行為を禁じ、利用者の行為が以下のいずれか

に該当する場合は、投稿の削除その他の必要な措置をとる場合がある。 

(1) 岩倉市、他の利用者又は第三者を誹謗中傷する行為 

(2) 公序良俗、法令等に違反し、又は違反する恐れのある行為 

(3) 他者になりすます等の虚偽や事実と異なる情報及び正否の確認ができな 

い噂等を掲載する行為 

(4) 広告、宣伝、勧誘、営業活動その他営利を目的とした行為（ウェブサイト

の紹介等を含む。） 

(5) 著作権、商標権等の知的財産権又は、肖像権等を侵害する行為 

(6) 他の利用者又は第三者に関して、住所、電話番号、メールアドレス等の個 

人情報を特定、開示、漏洩する等の個人のプライバシーを侵害する行為 

(7) 有害なプログラム等を投稿、又は送信する行為 

(8) 岩倉市、他の利用者又は第三者に不利益を与える行為 

(9) メタ社が定める利用規約に反する行為 

(10)その他、岩倉市が不適当と判断する行為 

３．免責事項について 

(1) 岩倉市は、本ページにおける情報の正確性、完全性に細心の注意を払う

が、それを保証する義務を負わない。 

(2) 岩倉市は、利用者が本ページを利用したこと、又は利用することができな

かったことによって生じるいかなる損害について、一切の責任を負わない。 

(3) 岩倉市は、利用者が投稿した内容（コメント、写真、動画等）について、

一切の責任を負わない。 

(4) 岩倉市は、本ページに関連して、利用者間又は利用者と第三者間のトラブ

ルによって利用者又は第三者に生じるいかなる損害について、一切の責任

を負わない。 



(5) 投稿にかかる著作権等は、当該投稿を行った利用者に帰属するが、投稿さ

れたことをもって、利用者は岩倉市に対して、投稿コンテンツを、日本国内

外において無償で非独占的に使用（加工、抜粋、複製、公開、翻訳等を含む）

する権利を許諾したものとし、かつ、岩倉市に対して著作権等を行使しない

ことに同意したものとする。 

(6) メタ社のシステム運用状況、Instagramサイト、メタ社ならびに第三者か

ら提供されているソフトウェアやアプリの機能、利用方法、技術的な質問等

に関しては、一切答えることができない。 

(7) 岩倉市は、予告なしに掲載した情報を変更し、又は削除し、サービスの運

用を中断し、又は中止することがある。 

４．知的財産権について 

掲載している個々の情報（文章、写真、イラスト等）に関する商標権等の知

的財産権は、岩倉市又は原権利者に帰属する。 

５．本規約の変更について 

本規約は、予告なく変更する場合がある。 

 

附 則 

本規約は、令和８年６月１日から施行する。 


